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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転席側から視認される第１の画像と前記車両の助手席側から視認される第２の
画像とを生成する画像生成手段と、
　前記第１の画像および前記第２の画像を画面内に表示する表示モニタと、
　前記車両が走行中か停止中であるかを判断する判断手段と、を備え、
　前記車両が走行中であると前記判断手段が判断すると、前記画像生成手段は、前記第１
の画像には、前記車両が走行中に運転者の操作が制限されているアイコンやボタン（以下
、制限アイコン／ボタン）の画像を含めず、前記第２の画像には、前記制限アイコン／ボ
タンを含めるようにし、前記第２の画像に含まれる前記アイコンやボタンの表示位置を時
々刻々とランダムに変化させ、
　前記車両が停止中であると前記判断手段が判断すると、前記画像生成手段は、前記第１
の画像および前記第２の画像ともに前記制限アイコン／ボタンを含め、前記第２の画像に
含まれる前記制限アイコン／ボタンの表示位置を時々刻々とランダムに変化させる処理を
行わないことを特徴とする車載表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載表示装置において、
　前記画像生成手段は、
　地図画像を生成する第１の画像生成手段と、
　前記制限アイコン／ボタンを含むアイコンやボタンの画像を生成する第２の画像生成手
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段と、
　地図画像上に前記制限アイコン／ボタンを含むアイコンやボタンを重畳する重畳手段と
を備えることを特徴とする車載表示装置。
【請求項３】
　車両の運転席側から視認される第１の画像と前記車両の助手席側から視認される第２の
画像とを生成し、
　運転者の操作が制限されているアイコンやボタン（以下、制限アイコン／ボタン）を含
むアイコンやボタンの画像を生成し、
　前記第１の画像は運転席側から、前記第２の画像は助手席側から視認されるように前記
第１の画像および第２の画像をモニタ画面内に表示し、
　前記車両が走行中か停止中であるかを判断し、
　前記車両が走行中であると判断されると、前記第１の画像には、前記制限アイコン／ボ
タンの画像を含めず、前記第２の画像には、前記制限アイコン／ボタンを含めるようにし
、前記第２の画像に含まれる前記制限アイコン／ボタンの表示位置を時々刻々とランダム
に変化させ、
　前記車両が停止中であると判断されると、前記第１の画像および前記第２の画像ともに
前記制限アイコン／ボタンを含め、前記第２の画像に含まれる前記制限アイコン／ボタン
の表示位置を時々刻々とランダムに変化させる処理は行わないことを特徴とする車載表示
装置の表示方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の車載表示装置の表示方法において、
　前記第１の画像および第２の画像は地図画像を含み、
　前記第１の画像には前記制限アイコン／ボタン以外のアイコンやボタンが前記地図画像
に重畳され、前記第２の画像には前記制限アイコン／ボタンを含むアイコンやボタンが前
記地図画像に重畳されることを特徴とする車載表示装置の表示方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に表示されたボタンやアイコンを押圧して操作することができる車
載表示装置および車載表示装置の表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両走行中に運転者の操作が制限されているメニューボタンを視野角度シャッターによ
って見えないようにする表示装置が従来技術として知られている（たとえば、特許文献１
）。
【特許文献１】特開２００５－５５６１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に記載されている従来の表示装置では、ボタンの表示位置を覚えてしまうと
、視野角度シャッターで見えないようにしても、運転者によってボタン操作されてしまう
という問題点がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
（１）請求項１の発明は、車両の運転席側から視認される第１の画像と車両の助手席側か
ら視認される第２の画像とを生成する画像生成手段と、第１の画像および第２の画像を画
面内に表示する表示モニタと、車両が走行中か停止中であるかを判断する判断手段と、を
備え、車両が走行中であると判断手段が判断すると、画像生成手段は、第１の画像には、
車両が走行中に運転者の操作が制限されているアイコンやボタン（以下、制限アイコン／
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ボタン）の画像を含めず、第２の画像には、制限アイコン／ボタンを含めるようにし、第
２の画像に含まれるアイコンやボタンの表示位置を時々刻々とランダムに変化させ、車両
が停止中であると判断手段が判断すると、画像生成手段は、第１の画像および第２の画像
ともに制限アイコン／ボタンを含め、第２の画像に含まれる制限アイコン／ボタンの表示
位置を時々刻々とランダムに変化させる処理を行わないことを特徴とする。
（２）請求項２の発明は、請求項１に記載の車載表示装置において、画像生成手段は、地
図画像を生成する第１の画像生成手段と、制限アイコン／ボタンを含むアイコンやボタン
の画像を生成する第２の画像生成手段と、地図画像上に制限アイコン／ボタンを含むアイ
コンやボタンを重畳する重畳手段とを備えることを特徴とする。
（３）請求項３の発明の車載表示装置の表示方法は、車両の運転席側から視認される第１
の画像と車両の助手席側から視認される第２の画像とを生成し、運転者の操作が制限され
ているアイコンやボタン（以下、制限アイコン／ボタン）の画像を含むアイコンやボタン
の画像を生成し、第１の画像は運転席側から、第２の画像は助手席側から視認されるよう
に第１の画像および第２の画像をモニタ画面内に表示し、車両が走行中か停止中であるか
を判断し、車両が走行中であると判断されると、第１の画像には、制限アイコン／ボタン
の画像を含めず、第２の画像には、制限アイコン／ボタンを含めるようにし、第２の画像
に含まれる制限アイコン／ボタンの表示位置を時々刻々とランダムに変化させ、車両が停
止中であると判断されると、第１の画像および第２の画像ともに制限アイコン／ボタンを
含め、第２の画像に含まれる制限アイコン／ボタンの表示位置を時々刻々とランダムに変
化させる処理は行わないことを特徴とする。
（４）請求項４の発明は、請求項３に記載の車載表示装置の表示方法において、第１の画
像および第２の画像は地図画像を含み、第１の画像には制限アイコン／ボタン以外のアイ
コンやボタンが地図画像に重畳され、第２の画像には制限アイコン／ボタンを含むアイコ
ンやボタンが地図画像に重畳されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、運転席の方向から視認される画像を助手席の方向から視認される画像
と異なるように表示できる表示モニタにおいて、運転席の方向から視認される画像には、
運転席のユーザの操作が制限されているアイコンやボタンを表示せず、助手席の方向から
視認される画像には、運転席のユーザの操作が制限されているアイコンやボタンを、表示
位置を時々刻々と変えて表示する。したがって、運転席のユーザは、操作が制限されてい
るアイコンやボタンの表示位置を覚えることができず、操作が制限されているアイコンや
ボタンを操作できない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明の実施形態によるナビゲーション装置の構成を図１に示す。図１のナビゲーショ
ン装置１では、一つの表示モニタ１６に運転席用画像と助手席用画像を表示し、たとえば
、運転席側からは自車位置周辺の地図が視認可能とし、助手席側からは地上デジタル放送
映像が視認可能とする。ナビゲーション装置１は、制御回路１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１
３、現在地検出装置１４、画面メモリ１５、表示モニタ１６、ＤＣＵ（ Display Control
 Unit ）１７、入力装置１８、スピーカ１８、地上デジタル放送受信部１１０、タッチパ
ネル装置１１１およびディスクドライブ１１３を有している。ディスクドライブ１１３に
は、ＤＶＤ－ＲＯＭ１１４が装填されている。
【０００７】
　制御回路１１は、マイクロプロセッサ及びその周辺回路からなり、ＲＡＭ１３を作業エ
リアとしてＲＯＭ１２に格納された制御プログラムを実行して各種の制御を行う。この制
御回路１１がＤＶＤ－ＲＯＭ１１４に記憶された地図データに基づいて所定の経路探索処
理を行うと、その処理結果が推奨経路として表示モニタ１６に表示される。
【０００８】
　現在地検出装置１４は車両の現在地を検出する装置であり、たとえば、車両の進行方向
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を検出する振動ジャイロ１４ａ、車速を検出する車速センサ１４ｂ、ＧＰＳ（ Global Po
sitioning System ）衛星からのＧＰＳ信号を検出するＧＰＳセンサ１４ｃなどからなる
。ナビゲーション装置１は、この現在地検出装置１４により検出された車両の現在地に基
づいて、地図の表示範囲や経路探索開始点などを決定するとともに、地図上にその現在地
を表示する。
【０００９】
　画像メモリ１５は、表示モニタ１６に地図などを表示するための画像データを格納する
。この画像データは道路地図描画用データや各種の図形データからなり、それらはディス
クドライブ１１３によって読み込まれるＤＶＤ－ＲＯＭ１１４に記憶された地図データに
基づいて、制御回路１１から適宜生成される。ナビゲーション装置１は、このようにして
生成された画像データを用いることによって地図表示など行うことができる。
【００１０】
　ディスクドライブ１１３は、装填されたＤＶＤ－ＲＯＭ１１４から、表示モニタ１６へ
地図を表示するための地図データを読み出す。地図データは、地図表示用データ、経路探
索用データなどを含む。地図表示用データおよび経路探索用データには、地図データに格
納されている道路のリンク情報およびノード情報が含まれている。地図表示用データは、
広域から詳細まで複数の縮尺の地図データを有し、ユーザの要求にしたがって、表示地図
の縮尺を変更することができる。なお、ＤＶＤ－ＲＯＭ１１４以外の他の記録メディア、
たとえばＣＤ－ＲＯＭやハードディスクなどより地図データを読み出してもよい。
【００１１】
　表示モニタ１６は、地図データなどの各種情報に基づいて、自車位置付近の地図などの
各種情報を画面表示としてユーザに提供し、地上デジタル放送受信部１１０で受信した地
上デジタル放送の映像情報を出力する。表示モニタ１６には２つの表示画像が表示され、
表示モニタ１６の液晶パネルの前面に配置された光学系分離素子によって、運転席側から
１つの表示画像が観察され、助手席側からは他の表示画像が観察される。
【００１２】
　ＤＣＵ１７は、アイコンやボタンの画像を生成し、制御回路１１から出力された地図画
像などの画像に重ね合わせる。ＤＣＵ１７の詳細については後述する。
【００１３】
　入力装置１８は、ユーザが各種コマンドの設定などするための操作キーを有し、操作パ
ネル上のボタンスイッチやパネル周囲のハードスイッチなどによって実現される。ユーザ
は、表示モニタ１６の表示画面の指示に従ってパネル上のボタンスイッチを指で押圧する
ことにより、目的地選択などの設定操作を行う。スピーカ１９は、ユーザに操作案内した
り、経路誘導したりするための音声を出力する。また、地上デジタル放送受信部１１０で
受信した地上デジタル放送の音声情報を出力する。
【００１４】
　目的地がユーザにより設定されると、ナビゲーション装置１はＧＰＳセンサ１４ｃによ
り検出された現在地を出発地として目的地までの経路演算を所定のアルゴリズムに基づい
て行う。このようにして求められたルート（以下、推奨経路という）は、表示形態、たと
えば表示色などを変えることによって、ほかの道路とは区別して画面表示される。これに
より、ユーザは地図上の推奨経路を画面上で認識することができる。また、ナビゲーショ
ン装置１は、推奨経路にしたがって車両が走行できるように、表示モニタ１６に表示され
た道路地図に推奨経路を表示し、ユーザに対して画面や音声などによる進行方向指示を行
い、車両を経路誘導する。
【００１５】
　地上デジタル放送受信部１１０は、地上デジタル放送を受信し、その受信した放送の内
容を制御回路１１に出力する。
【００１６】
　タッチパネル１１１は表示モニタ１６のモニタ画面上に設けられた透明パネルであり、
表示モニタ１６に表示した表示画面はタッチパネル１１１を通して表示される。また、表
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示モニタ１６の表示画面を押圧すると、タッチパネルコントロール部１１２によって押圧
位置が算出される。タッチパネル１１１は、入力装置１８と同様に入力機能を有する。表
示モニタ１６に表示された地図画像や各種機能のメニュー、ボタン、アイコンなどを指で
押圧すると、タッチパネル１１１が押圧され、押圧位置に基づいて目的地が設定されたり
、各種機能のメニューやボタン、アイコンに定義された処理が実行されたりする。
【００１７】
　本発明の一実施形態におけるＤＣＵ１７について、図２を参照して説明する。ＤＣＵ１
７は、ＤＣＵ制御回路２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、画像メモリ２４、ビデオスイッチ
２５およびデジタル／アナログコンバータ２６，２７を有する。
【００１８】
　ＤＣＵ制御回路２１はＤＣＵ１７全体を制御する制御回路であり、マイクロプロセッサ
およびその周辺回路から成る。ＤＣＵ制御回路２１は、ＲＡＭ２３を作業エリアとしてＲ
ＯＭ２２に格納された制御プログラムを実行して各種の制御を行う。ＤＣＵ制御回路２１
はアイコンやボタンの画像を生成し、生成した画像データを画像メモリ２４に格納する。
そして、画像メモリ２４に格納された画像データを適宜読み出し、ビデオスイッチ２５に
出力する。
【００１９】
　デジタル／アナログコンバータ２６は、画像メモリ２４に格納されたデジタル信号であ
る画像データを表示モニタ１６に表示するためにアナログ信号に変換し、デジタル／アナ
ログコンバータ２７は、画像メモリ１５に格納されたデジタル信号である地図などの画像
データをアナログ信号に変換する。
【００２０】
　ビデオスイッチ２５は、デジタル／アナログコンバータ２６によって変換されたアナロ
グ信号によるＲＧＢ画面とデジタル／アナログコンバータ２７によって変換されたアナロ
グ信号によるＲＧＢ画面とを重ね合わせる。これにより、地図画像（自車位置マークの画
像や推奨経路の画像なども含む）にアイコンやボタンを重ねて表示した表示画像が生成さ
れ、表示モニタ１６に出力される。さらにビデオスイッチ２５は、表示モニタ１６の運転
席側から視認される画像（以下、運転席用画像と呼ぶ）と、助手席側から視認される画像
（以下、助手席用画像と呼ぶ）とを分けて表示モニタ１６に出力する。たとえば、運転席
用画像として地図画像を出力し、助手席用画像としてアイコンやボタンの画像を重ねた地
図画像を出力したり、運転席用画像として地図画像を出力し、助手席用画像として地上デ
ジタル放送の画像を出力したりすることができる。
【００２１】
　次に、本発明の一実施形態におけるアイコンやボタンの表示処理について、図３および
図４を参照して説明する。
【００２２】
　図３は、車両停止中における運転席用画像と助手席用画像とを説明するための図であり
、車両停止中の場合、運転席用画像と助手席用画像には同じ地図画像が表示される。図３
（ａ）に示すように、地図画像として表示されている地図３０には、自車位置マーク３１
が重ねて表示される。地図３０の右側には、地図３０を広域地図に切り替える広域ボタン
３２ａ、地図３０を詳細地図に切り替える詳細ボタン３２ｂおよびメインメニューを開く
メニューボタン３２ｃが表示される。
【００２３】
　運転席側もしくは助手席側で視認される画面上で、メニューボタン３２ｃが押圧される
と、図３（ｂ）に示すようなメニュー画面３３が運転席側および助手席側の双方から視認
されるように表示モニタ１６に表示される。ここで、メニュー画面３３には、目的地とな
る施設などを検索する検索ボタン３４ａ、各種設定を行う設定ボタン３４ｂ、推奨経路の
探索を行う探索ボタン３４ｃおよび交通情報を表示する交通情報ボタン３４ｄが表示され
る。
【００２４】
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　車両走行中にメインメニューを開くと運転操作に支障をきたすので、運転席のユーザに
は、車両走行中にメニュー画面を開くことが制限されている。したがって、車両走行中は
、図４（ａ）に示すように、運転席用画像にはメニューボタン３２ｃは表示されない。一
方、助手席用画像には、図４（ｂ）に示すように、メニューボタン３２ｃ１が表示される
。このメニューボタン３２ｃ１は、メニューボタン３２ｃ２の表示位置へ移動し、次にメ
ニューボタン３２ｃ３の表示位置に移動するなどして、メニューボタン３２ｃ１の表示位
置は時々刻々とランダムに変更される。そして、助手席用画像に表示されたメニューボタ
ン３２ｃ１～３２ｃ３が操作された場合は、助手席用画像にのみ図３（ｂ）のメニュー画
面３３が視認される。
【００２５】
　次に、本発明の実施形態におけるボタン表示処理について、図５のフローチャートを参
照して説明する。図５の処理は、ＤＣＵ１７において、表示画面にボタンを表示するとス
タートするプログラムを実行して行われる。
【００２６】
　ステップＳ５０１では、車速センサ１４ｂの信号より車両が停止中であるかを判定する
。車両が停止中の場合はステップＳ５０１が肯定判定され、ステップＳ５０２へ進む。車
両が走行中の場合はステップＳ５０１が否定判定され、ステップ５０３へ進む。
【００２７】
　ステップＳ５０２では、地図画像にアイコンやボタンの画像を重ねて、運転席用画像お
よび助手席用画像として表示モニタ１６に出力する。そして、リターンする。
【００２８】
　ステップＳ５０３では、運転席のユーザの操作が制限されているアイコンやボタン（以
下、制限アイコン／ボタンと呼ぶ）以外のアイコンやボタンの画像を地図画像に重ねて運
転席用画像として表示モニタ１６に出力する。ステップＳ５０４では、制限アイコン／ボ
タンの表示位置がランダムに変わるように、アイコンやボタンの画像を地図画像に重ねて
助手席用画像として表示モニタ１６に出力する。そして、リターンする。
【００２９】
　以上の実施形態によるナビゲーション装置１は次のような作用効果を奏する。
（１）車両走行中において、制限アイコン／ボタンは助手席用画像に含まれるが、運転席
用画像に含まれない。そして、助手席用画像に含まれる制限アイコン／ボタンの表示位置
は時々刻々と変化する。したがって、運転席のユーザは、制限アイコン／ボタンの表示位
置を覚えることができず、制限アイコン／ボタンを操作できない。さらに表示位置がラン
ダムに変わるので、運転席のユーザは、制限アイコン／ボタンの表示位置について皆目見
当がつかなくなり、制限アイコン／ボタンを操作できない。
【００３０】
（２）地図画像などを生成する描画回路（制御回路１１）とは別にアイコンやボタンの画
像を生成する描画回路（ＤＣＵ制御回路２１）を設けたので、助手席用画像に表示される
アイコンやボタンの表示位置を時々刻々と変えても、制御回路１１の処理負担にはならな
い。したがって、アイコンやボタンのランダム表示の処理負担による地図画像表示の遅れ
を防止することができる。
【００３１】
　以上の実施の形態のナビゲーション装置１を次のように変形することができる。
（１）車両走行中、通常は運転席用画像にも助手席用画像にも、運転席のユーザに対して
操作制限されているボタンを表示せず、赤外線センサやビデオカメラなどによって助手席
のユーザの手がナビゲーション装置１に近づいたことを検出したときに、そのような操作
制限されているボタンを助手席用画像に表示するようにしてもよい。車両走行中、常に表
示位置を時々刻々と変えながらボタンやアイコンが表示されると目障りな場合があるので
、そのような目障りさを防止することができる。
【００３２】
（２）ナビゲーション装置１が前部座席用の表示モニタと後部座席用の表示モニタとを有
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する場合、ＤＣＵ１７を用いて前部座席用の表示モニタに表示されるアイコンやボタンの
表示位置と後部座席用の表示モニタに表示されるアイコンやボタンの表示位置とを変える
ようにしてもよい。前部座席のユーザと後部座席のユーザとではアイコンやボタンの押圧
しやすい表示位置は異なるので、利便性が向上する。
【００３３】
（３）車載表示装置であればナビゲーション装置１に限定されない。
【００３４】
　本発明は、その特徴的構成を有していれば、以上説明した実施の形態になんら限定され
ない。
【００３５】
　特許請求の範囲の要素と実施の形態との対応関係を説明する。
　本願発明の第１の画像生成手段は制御回路１１に対応し、第２の画像生成手段はＤＣＵ
１７に対応する。重畳手段はＤＣＵ１７に対応する。なお、以上の説明はあくまで一例で
あり、発明を解釈する上で、上記の実施形態の構成要素と本発明の構成要素の対応関係に
なんら限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態におけるナビゲーション装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の一実施形態におけるＤＣＵの構成を示すブロック図である。
【図３】車両停止中における運転席用画像と助手席用画像とを説明するための図である。
【図４】車両走行中における運転席用画像と助手席用画像とを説明するための図である。
【図５】本発明の実施形態におけるボタン表示処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００３７】
１　ナビゲーション装置
１１　制御回路
１５，２４　画像メモリ
１６　表示モニタ
１７　ＤＣＵ
２１　ＤＣＵ制御回路
２５　ビデオスイッチ
１１１　タッチパネル
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